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項目 ８：耐震性能 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
ｺﾒﾝﾄ 

委員 

8-71 

資料１－１の１頁の２．１基

本方針（４）の「将来活動す

る可能性のある断層等」と

して３つの活動する可能性

のある断層等のメカニズム

が示されているが、２頁の

評価の流れとの対応を確

認したい。 

四

電 

「将来活動する可能性のある断層等」として審査ガイドに記載されている、「震源として考慮する

活断層」についての評価は、資料１－１の５～９頁で、敷地内全体について、変動地形学的調査

結果等から震源として考慮する活断層には該当しないことを説明しており、また、「地震活動に伴

って永久変位が生じる断層」および「支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面」については

それ以外の頁にて、具体的に断層内物質等を評価し、将来活動する可能性のある断層等には

該当しないことをご説明している。２頁の評価の流れは、敷地内にある比較的破砕幅が大きく連

続性がある各断層について、それぞれ将来活動する可能性のある断層等には該当しないと判断

した流れを示したものである。 

H27 

2/16 
森 

8-72 

Ｆａ－５等は正断層的で、Ｆ

ａ－２だけが低角の逆断層

的となっているが、どういう

違いがあるのか。 

四

電 

片理は地下 20km 以深の深いところで形成されており、当時の応力場を考察することは難しいこ

とから、観察できる現在の断層の姿として、Ｆａ－３等は正断層的センス、Ｆａ－２は逆断層的セン

スを示していることを記載している。 
H27 

2/16 
岸田 

8-73 

資料１－１の１頁の「応力場

等を総合的に検討した上で

評価すること」との記載に

対して弱いのではないか。

地殻応力の情報を整理す

ること。 

四

電 

大深度（2,000ｍ）ボーリング孔を利用して、応力状態を調査し、東西方向の圧縮場であるという

結果を得ており、敷地内断層の走向等から見て、敷地内断層が活動することは考え難い。 

（別紙１参照） H27 

2/16 
岸田 

8-74 

資料１－２の振動探査の結

果や、深部ボーリングのコ

アの観察結果等を総合的

に判断するべきではない

か。 

四

電 

大深度（2,000ｍ）ボーリングコアを観察した結果、片理面はほぼフラットであることを確認してお

り、ＶＳＰは速度を調べるために実施しているものの、把握した地下構造としては整合していると

考えている。 

（別紙１参照） 

H27 

2/16 
岸田 

8-75 

資料１－２の３４頁につい

て、茶色でハッチングしてい

る三角形の領域は、どうい

う意味をしているのか。 

四

電 

大深度（2,000ｍ）ボーリング孔を使って得られた受信波から、ＶＳＰ解析や反射法解析よりも詳細

なトモグラフィー解析（いずれの解析も、地震波の伝播時間から地下の速度構造を推定するも

の）を実施した範囲を茶色のハッチングで示している。 
H27 

2/16 
森 
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8-76 

資料１－２の３４頁の Fa-3

断層について、数百ｍの中

での読み方についてどう考

えるのか。 

四

電 

測線が数ｋｍにも渡り、受信間隔が１０ｍであるため、ＶＳＰ探査ではＦａ－３のような幅数ｃｍの

断層を捉えることは難しいと考えるが、連続する大規模な断層がないことは確認できている。 H27 

2/16 
森 

8-77 

資料１－２の３４頁の「連続

する大規模な断層は認めら

れない」という表現は、“連

続しない大規模な断層はあ

る”のか“連続する小規模

な断層はある”のか、どちら

なのか。 

四

電 

大深度（2,000ｍ）ボーリングのコア等を見ても、非常に小規模な断層はあるものの、連続性はな

く、また、連続しない大規模な断層もない。 

H27 

2/16 
森 

8-78 

活断層探査は、断層幅の

検出が目的ではなく、断層

による層のずれを払拭する

ものであることから、そこの

部分を説明すること。 

四

電 

断層の変位を音響の反射で確認するのが活断層調査であり、調査結果から地層をずらしている

大規模な断層はないことを確認している。 
H27 

2/16 
森 

8-79 

振動探査の結果では、連続

性の高いものもあれば、乱

れているものもある。これに

ついてどう見ればいいの

か。 

四

電 

専門家と議論し、解析結果でノイズが見られる東側は、標高 84ｍから標高 10ｍに下りる斜面の

途中にある道路に測線を設置していることが、ノイズの発生原因であり、地下はフラットな構造と

なっていると判断している。 
H27 

2/16 
森 

8-80 

資料１－２の３４ページの図

について、結論として水平

な構造と解釈しているが、

結論までの途中のプロセス

についても記載して欲し

い。 

四

電 

オフセットＶＳＰ探査結果より、地下深部までほぼ水平な反射面が連続し、地震動の特異な増幅

の要因となる低速度域及び褶曲構造は認められず、敷地の地盤の速度構造は成層かつ均質と

評価している。 

（別紙１参照） 
H27 

2/16 
森 
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8-81 

応力場がどのように変わっ

たのか。現在の応力場がい

つ形成されて、それを基に

活断層がどう動いているの

か。現在東西圧縮というこ

とだが、いつ東西圧縮にな

ったのか。 

四

電 

Fa-3 断層と Fa-2 断層の変位センスが全く異なり、これらの断層は広域的な応力場に対応して活

動したものではなく、三波川変成岩類の上昇過程の局所的な応力場で変形を解消した古い断層

と考えられる。 

現在の応力場が形成されたのはおよそ 40 万年前以降と考えられるが、大深度（2,000ｍ）ボーリ

ング孔を利用して応力状態を調査し、現在の応力場は東西方向の圧縮であるという結果を得て

おり、敷地内断層の走向等から見て、敷地内断層が活動することは考え難い。 

（別紙１参照） 

H27 

2/16 
高橋 

8-82 

安全上重要な機器につい

て、施設の経緯等、詳しく

解説して欲しい。 
四

電 

原子炉を「止める」、「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」ために必要な設備として、原子炉冷

却材の喪失等、設計基準事象に対処する設計基準対象設備（非常用炉心冷却設備、非常用デ

ィーゼル発電機等）を設置しているが、福島第一原子力発電所の事故ではこれら設備が有効に

機能しなかったことを踏まえ、設計基準対象設備が機能しなかった場合においても、重大事故を

未然に防止し、また、万一、重大事故が発生した場合においてもその影響を緩和する設備とし

て、新たに重大事故等対処設備（空冷式非常用発電装置、非常用取水設備等）を設けており、こ

れら重要設備が設置された地盤に将来活動する可能性のある断層等がないことを確認してい

る。 

H27 

2/16 
渡邉 

8-83 

将来活動する可能性のあ

る断層等について、将来の

活動予測や時間的スパン

など、どういう考えで評価し

て審査されているのか。 四

電 

今のプレートの動きと大きく変わらないであろう過去数十万年前以降に発生した地震は、近い将

来にも発生すると考え、それに備えるのが原子力施設に対する設計の基本となっている。 H27 

2/16 
吉川 

H27 

2/16 
望月 

8-84 

資料１－１の２ページに評

価の流れのところで、Ｓ１、Ｓ

３断層については震源として

考慮する活断層とも対応し

ないの前に「３号炉にとっ

て」と明記するべき。 

四

電 

Ｓ１、Ｓ３断層は、伊方発電所３号機の安全上重要な施設の直下に延伸していないことから、震源

として考慮すべき活断層ではないと判断している。 

H27 

2/16 
森 
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8-85 

Ｓ１、Ｓ３断層はどのように検

討されているか。 
四

電 

現在、国の審査は当社が申請した伊方３号機に対して行われていることから、伊方１，２号機側

にあるＳ１，Ｓ３断層は審査の対象とはなってないが、これらの断層についても、当社における調査

結果等に基づき、「将来活動する可能性のある断層等」ではないことを確認している。 

H27 

2/16 
森 

8-86 

資料１－１の５ページの「Ｄ

Ｂ対象施設」、「ＳＡ対象施

設」について解説を記載し

て欲しい。 

四

電 

ＤＢ対象施設は従来より設置されている「設計基準対象施設」、ＳＡ対象施設は新規制基準で新

たに設置要求された「重大事故等対処施設」を示すものである。（各施設の定義については、

「8-82」を参照） 
H27 

2/16 
森 

8-87 

基準地震動の確率論的リ

スク評価等については、福

島の事故が起こった後でみ

なおされてないのであれ

ば、起こる頻度が小さくなる

ようにするしか技術的には

見直しはできないのではな

いかと思うが、①原子力規

制委員会は見直していない

のか、②見直していないな

ら、見直していないのはな

ぜか。③見直していないの

は、元々専門家に投げかけ

られていないから、専門家

としてはそれを議論する場

が特に準備されていないの

で議論されていないだけな

のではないか。 

国 

原子力規制庁に照会中。 

H27 

2/16 
森 

H27 

2/16 
望月 
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8-88 

測線と計測の方法について

明記して、情報を整理し、

後世に残るようデータを保

存すること。 四

電 

大深度（2,000ｍ）ボーリング孔と 3 号炉心付近とを結ぶ測線でオフセットＶＳＰ探査を行い、反射

法解析、ＶＳＰ解析、トモグラフィ解析により敷地の速度構造について検討した。 

[オフセットＶＳＰ探査条件] 

 ・発信点（発震間隔約 40m） 

 ・地表測線（道なり 1.8km 受信間隔 10m） 

 ・深部ボーリング孔（深さ 2.0km 受信間隔 15m） 

 ・解析測線(約 1.4km) 

（別紙１参照） 

H27 

2/16 
岸田 

8-89 

炉心損傷頻度については、

重大事故等対処設備も含

めて評価した結果について

も示して欲しい。 
四

電 

今後、国のガイドに従い、重大事故等対処設備も含めた炉心損傷頻度について評価することに

なるが、その結果がまとまればあらためてご説明する。 

 H27 

2/16 

奈良

林 
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項目 10：耐震・耐津波性能（共通） 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
ｺﾒﾝﾄ 

委員 

10-4 

地震動と津波で異なる断層

モデルで評価しているのは

何故か。統一モデルを求め

るものではなく、両方の評

価結果を示して厳しい方を

とるというのが工学的な判

断ではないか。 
四

電 

確かに地震と津波は同一の断層から起こるものではあるが、地下深い「強震動生成域」における

震動が大きく影響する地震動評価と、地下浅部における地盤の変位が大きく影響する津波評価

について、現在の評価技術では地震と津波それぞれにとって厳しい評価結果を算出できるような

同一のモデルを構築することが困難であることから、異なるモデルで評価している。同一のモデ

ルで評価する技術を確立することは将来的な研究課題であると考えている。 

 

本件の場合，地震動モデルは中央構造線断層帯との連動を考慮し、北傾斜の断層である大分

平野－由布院断層帯および崩平山－亀石山断層帯へ連続するモデルを設定している。一方、

津波モデルは，別府湾に大きな津波被害をもたらした 1596 年の慶長豊後地震津波の再現性も

考慮して、その際に活動したと考えられている別府湾－日出生断層帯についても大分県におけ

る評価を参照しつつモデル化し、地震動モデルにて考慮した断層帯に加え、評価を行っていたも

のである。 

 

しかしながら、今後、地震動モデルを用いた津波評価を実施し、評価が完了次第、その結果をご

説明する。 

 

H27 

2/16 
森 

H27 

2/16 
高橋 
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項目 １１：全般 

番号 委員コメントまとめ 四電、国又は事務局回答 日付 
ｺﾒﾝﾄ 

委員 

11-42 

緊急時対策所は、知事が

求めていた耐震裕度の確

認の対象設備ではなかっ

たのか。 四

電 

当初は、安全上重要な設備として、原子炉を「止める」、「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」た

めに必要となるポンプ等を更なる揺れ対策の対象として選定しており、緊急時対策所は対象とし

ていなかった。今回の新規制基準において、緊急時対策所は、重大事故等発生時の指揮、支援

に要する施設として規定されたことから、緊急時対策所についても更なる揺れ対策の対象として

追加することとした。（平成２６年１２月２４日の原子力安全専門部会にて説明済） 

H27 

2/16 
吉川 

11-43 

新しく建てる緊急時対策

所は、耐震上はどこまでも

つのか。 四

電 

追加する緊急時対策所は強固な岩盤上に設置し、１０００ガルの揺れにおいても、機能を維持で

きるよう設計している。 

H27 

2/16 
吉川 

11-44 

居住性に関して、可搬型

設備で対応するとなって

いるが、設備の接続等、

必要な要員でどのように

対応するのか。 

四

電 

居住性の確保に必要な空気浄化ファン、フィルタといった設備は予め使用する場所に設置（岩盤

上に固定）しており、運搬が必要となるものではない。使用する際には、ダクトの接続等を行う必

要があるが、短時間で対応できると評価しており、訓練等で確認することとしている。また、ファ

ン、フィルタは予備として予め使用する場所に設置しているものと同じ仕様の設備を別の場所に

保管しており、予め設置している設備が万一機能しなかった場合には、予備と交換できるように

設計している。 

（別紙２参照） 

H27 

2/16 
吉川 

11-45 

現行の緊急時対策所が

入っている免震重要棟は

補強して使えないのか。 
四

電 

緊急時対策所がある総合事務所は埋立土の上に建てられた免震建屋であり、地中深くの傾斜し

た岩盤を支持層とする鉄筋コンクリート製の杭を形成した「杭基礎」構造となっている。 

2004 年北海道留萌支庁南部地震を基準地震動として選定することを決定した際、当該地震動で

評価した結果、２８本中、３本の杭のコンクリートに損傷や部分的な破壊が生じる可能性があり、

新規制基準の要求を満たすことが難しいと判断した。対応を検討した結果、費用や期間等、総合

的に考えると、総合事務所基礎の補強等を行うよりも、新規に緊急時対策所（耐震建屋）を建設

した方が、合理的であると判断した。 

H27 

2/16 
吉川 
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11-46 

旧の緊急時対策所が耐

震上もたないということだ

が、どのような現象だった

のか示して欲しい。新の

緊急時対策所も検討して

いると思うので示してほし

い。どのように設計してい

るのか示してほしい。 

四

電 

緊急時対策所がある総合事務所は埋立土の上に建てられた免震建屋であり、地中深くの傾斜し

た岩盤を支持層とする鉄筋コンクリート製の杭を形成した「杭基礎」構造となっている。 

2004 年北海道留萌支庁南部地震を基準地震動として選定することを決定した際、当該地震動で

評価した結果、２８本中、３本の杭のコンクリートに損傷や部分的な破壊が生じる可能性があり、

新規制基準の要求を満たすことが難しいと判断した。対応を検討した結果、費用や期間等、総合

的に考えると、総合事務所基礎の補強等を行うよりも、新規に緊急時対策所（耐震建屋）を建設

した方が、合理的であると判断した。 

新規に建設している緊急時対策所は、１０００ガルの揺れにおいても、機能を維持できるよう設計

している。 

（別紙２参照） 

H27 

2/16 
吉川 

H27 

2/16 
岸田 

11-47 

居住性に関して、可搬型

設備で対応するとなって

いるが、恒設の設備なの

か。きちんと対応している

ことがわかるように記載を

修正すること。 

四

電 

居住性の確保に必要な空気浄化ファン、フィルタといった設備は予め使用する場所に設置（岩盤

上に固定）しており、運搬が必要となるものではない。使用する際には、ダクトの接続等を行う必

要があるが、短時間で対応できると評価しており、訓練等で確認することとしている。また、ファ

ン、フィルタは予備として予め使用する場所に設置しているものと同じ仕様の設備を別の場所に

保管しており、予め設置している設備が万一機能しなかった場合には、予備と交換できるように

設計している。 

（別紙２参照） 

H27 

2/16 
吉川 

11-48 

居住性に関して、可搬型

設備で対応するとなって

いるが、実際に空気浄化

設備は、簡単に接続でき

るのか。 

四

電 

居住性の確保に必要な空気浄化ファン、フィルタといった設備は予め使用場所に設置しており、

運搬が必要となるものではない。使用する際には、ダクトの接続等を行うこととなる。この作業に

は災害対策要員２人で対応できると評価しており、また空気浄化設備を使用するような重大事故

に至るまでには余裕をもって接続できると考えている。 
H27 

2/16 
望月 

11-49 

３号機の緊急時対策所と

なっているが、１、２号機

はどういう状況として評価

しているのか。 
四

電 

１，２号機については、燃料集合体は全て原子炉容器内から取り出され、使用済燃料ピット内に

保管されている状態（定期検査中）として評価している。 

H27 

2/16 
渡邊 
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11-50 

被ばく量の評価において

も、３号炉の建屋から出て

くるという評価になってい

るのか。 
四

電 

被ばく評価では、運転中である伊方３号機から放射性物質が拡散したとの想定で実施し、その結

果、緊急時対策所の対策要員の被ばく量は、７日間で約 15mSv（基準上の要求では 100mSv を

超えないこと）と評価しているが、定期点検中である１，２号機の使用済燃料ピット内の冷却水が

喪失するような同時被災となったとしても、その評価結果に影響を及ぼさないことを確認してい

る。 

H27 

2/16 
渡邊 

11-51 

１、２号機は定期検査中で

の状況を評価していること

を示すべき。 
四

電 

１，２号機については、燃料集合体は全て原子炉容器内から取り出され、使用済燃料ピット内に

保管されている状態（定期検査中）として評価している。 

H27 

2/16 
渡邊 

11-52 

現行の緊急時対策所より

新しい緊急時対策所の方

が３号炉に近い分、コンク

リートの厚さで被ばく低減

を図っていることを説明す

べき。 

四

電 

総合事務所内の緊急時対策所は伊方３号機から約２８０ｍ、追加設置する緊急時対策所は約１

７０ｍと距離が短くなっていることも考慮し、総合事務所の緊急時対策所の壁厚が約７０ｃｍに対

し、追加する緊急時対策所は約８０ｃｍから１００ｃｍとより厚く設計している。 

なお、対策要員が７日間で受ける被ばく線量は、既設の緊急時対策所で約３７mSv、追加の緊急

時対策所で約 15mSv と評価している。 

H27 

2/16 
渡邊 

11-53 

資料３にある、既設の緊

急時対策所は、新しい緊

急時対策所が何らかの理

由で使えない場合に使用

するとあるが、何らかの理

由とはどんなときか。 

四

電 

現在、当社が想定している事故事象に対しては、追加設置の緊急時対策所で対応可能であるこ

とを確認しているが、想定しきれていない何らかの事象により、追加設置の緊急時対策所の機能

が喪失した場合、既設の緊急時対策所を活用する方針である。 
H27 

2/16 
渡邊 
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11-54 

２つ緊急時対策所がある

ことは多重性がありいいこ

とであるが、一方で運用を

考えると、追加した緊急時

対策所を常に使うというこ

とであればいいが、どのよ

うに使い分けていくのか。

どのように要員に教育・周

知していくのか。 

四

電 

防災業務計画において、「非常体制」を発令した時に発電所災害対策本部を緊急時対策所に設

置することとしており、その発令基準は明確となっている。例えば、非常体制を発令する事象とし

ては、「原子炉冷却材の漏えい」、「全交流電源喪失のおそれ」、「敷地境界付近の空間ガンマ線

量率の上昇」が設定されている。 

この基準は所員に周知されており、また事象の発生時には参集場所（追加設置する緊急時対策

所）を所内周知するため、適切に対応できるものと考えている。 

H27 

2/16 
森 

11-55 

緊急時対策の運用につい

ては、手順書に反映され

ているのか。また、情報を

共有するための通信連絡

設備等の信号系統はどの

ような状況か。 

四

電 

手順については順次整備を進めており、その内容については保安規定に関する国の審査におい

て確認される。 

既設の緊急時対策所と同様、追加設置の緊急時対策所においても、緊急時対策支援システム

（ERSS）等へのデータ伝送を行うための安全パラメータ表示システム（SPDS）の表示端末等によ

り、重大事故等に対処するために必要な情報を把握することができる設計としている。 

H27 

2/16 
吉川 

11-56 

記録と広報については、

アメリカ、ヨーロッパに比

べて日本は手薄だと思っ

ているが、基本的な考え

方はどうか。 

四

電 

各班で収集・発信した情報は情報連絡班が全て把握しており、一元的に管理される。広報は広

報班が行うが、情報連絡班と広報班は同じ対策室内に配置されており、情報は確実かつタイム

リーに共有される。この体制により、適切な対応が可能であると考えている。 H27 

2/16 
森 

11-57 

福島の事故の教訓とし

て、十分な記録がなく、情

報の流通もなく、広報もな

かったということがある。

記録と広報は安全にとっ

て重要な要素だと思って

いるので、検討結果を示

してほしい。 

四

電 

各班で収集・発信した情報は情報連絡班が全て把握しており、一元的に管理される。広報は広

報班が行うが、情報連絡班と広報班は同じ対策室内に配置されており、情報は確実かつタイム

リーに共有される。この体制により、適切な対応が可能であると考えている。また、発電所の情報

は、緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）を介して国へも連携され、記録の欠如等のおそれもない

と考える。 

H27 

2/16 
森 
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伊方発電所３号機
敷地内断層の性状について

（耐震性能）

（コメント回答）

別紙１
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コメント

伊方の敷地内断層について，地盤の応力場も含め，総合的に整理し，
データや説明の充実を図って欲しい。
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活動性評価に関する審査ガイドの記載
○『敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド』における将来活動する可能性のある断

層等の認定や調査手法に関する記載を踏まえて敷地内断層の活動性を総合的に評価する。

2.将来活動する可能性のある断層等の認定
2.1 基本方針

(1)「将来活動する可能性のある断層等」は，後期更新世以降（約12～13万年前以降）の活動が否定できないものとすること。

(2)その認定に当たって，後期更新世（約12～13万年前）の地形面又は地層が欠如する等，後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には，
中期更新世以降（約40万年前以降）まで遡って地形，地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。

(3)なお，活動性の評価に当たって，設置面での確認が困難な場合には，当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により，安全側に判断する必
要がある。

(4)また，「将来活動する可能性のある断層等」には，震源として考慮する活断層のほか，地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え，支持地盤
まで変位及び変形が及ぶ地すべり面が含まれる。

(5)「震源として考慮する活断層」とは，地下深部の地震発生層から地表付近まで破壊し，地震動による施設への影響を検討する必要があるものをい
う。

敷地において後期更新世の地形面および地層が欠如していることから，審査ガイドに従い，地形，地質・地
質構造等を総合的に検討した上で敷地内断層の活動性を評価する。

（審査ガイドから抜粋）

3.敷地内及び敷地極近傍における地盤の変位に関する調査
3.1 調査方針

(1)重要な安全機能を有する施設の地盤には，将来活動する可能性のある断層等の露頭が無いことを確認する。

(2)敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が存在する場合には，適切な調査，又はその組合せによって，当該断層等の性状
(位置，形状，過去の活動状況)について合理的に説明されていることを確認する。

(3)敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が存在する場合には，その断層等の本体及び延長部が重要な安全機能を有する施
設の直下に無いことを確認する。なお，将来活動する可能性のある断層等が重要な安全機能を有する施設の直下に無い場合でも，施設の近傍に
ある場合には，地震により施設の安全機能に影響がないことを，「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に基づいて確認する。

(4)将来活動する可能性のある断層等とは，震源として考慮する活断層のほか，地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え，支持地盤まで変位及
び変形が及ぶ地すべり面が含まれる。

審査ガイドに従い，重要な安全機能を有する施設の直下に将来活動する可能性のある断層等が無いことを
確認するとともに，敷地内に「震源として考慮する活断層」が無いことを確認する。

（審査ガイドから抜粋）
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評価の流れ
Ⅰ．連続性がある断層の選定

Ⅱ．重要施設の直下にある断層の選定

Fa-1～Fa-5断層，ｆ1～ｆ4断層，S1，S3断層

連続性のない小規模な断層

Ⅵ

．
総
合
評
価

オフセットVSPや深部ボーリングの結果等からは，地表から地下深部まで
連続する大規模な断層は認められず，敷地内断層はいずれも震源として
考慮する活断層と対応しない。
S1，S3断層は，3号炉にとって安全上重要な施設の直下にはなく，震源と
して考慮する活断層とも対応しない。また、将来活動する可能性のある断
層等にも該当しないことを確認。

Ⅲ．他の断層による切断

Fa-2 ，Fa-5断層は，Fa-3断層に切られており，Fa-3断層より古いと判断

Fa-1～Fa-5断層，ｆ1～ｆ4断層

Fa-1,4断層，ｆ1～ｆ4断層

Ⅳ．軟質部が認められない断層の評価
調査の結果，Fa-1,4，ｆ１～ｆ４断層は岩石化していると判断
⇒岩石化するには地下深部の封圧・温度条件が必要であることから，後期

更新世よりはるかに古い時代に形成されて以降（中期更新世以降），活動
していないと判断

Fa-3断層

Ⅴ．軟質部を含む断層の評価

調査の結果，Fa-3断層は地下深部の圧力・温度条件下（塑性流動の起こり
うる比較的軟らかい状態）の母岩を切断しており，その後，地下深部の温度
条件で断層を横断するように緑泥石が生成されているが，これが破壊されて
いないことから，後期更新世よりはるかに古い時代に形成されて以降（中期
更新世以降），活動していないと判断。また現在の応力場での活動は考え難
い。

断層が安全上重要な施設の
直下にないことの確認

比較的破砕幅が大きく
連続性がある断層の選定

交差する断層を比較し，断層内物質に
よる区分（軟質部の有無）

観察等により，断層内物質が岩石化し
ているかを確認

断層内物質の詳細分析，断層の
活動時期の検討

将来活動する可能性の
ある断層等に該当しない

(Fa-2断層とFa-3断層は最終的にFa-3断層が切っているものの，切り切られ関係
にあることから，Fa-2断層についても研磨片・薄片観察による活動性評価を実施)
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とみすやま おおず やくら

たかつきやま

いしづち

く ま

りょうけ

いずみ おおのがわ

さんばがわ

くろせがわ

まあな

うすき やつしろ

うちこ

内帯

外帯

MTL

(～0.12Ma)

(～3.4Ma)

(～23.3Ma)

(～65Ma)

(～0.8Ma)

Ma:百万年前

(～245Ma)

敷地周辺の地質

○敷地周辺の内帯には領家帯に属する地層，外帯には北から
三波川帯，秩父累帯および四万十帯に属する地層が分布し，
地質構造および地質境界断層は東北東－西南西方向である。

○敷地付近には三波川変成岩類に属する塩基性片岩が広く分
布する。
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敷地内における断層分布

※Ｓ２断層は掘削により除去され現存しない。

地質水平断面図（EL+2.0ｍ）

①①

③

①

①

⑤

⑤

⑥

④

④

④

②

①

○敷地の地質は三波川帯の塩基性片岩からなり，規模の大きな断層は認められない。敷地に認められる断層
の破砕幅はほとんどが10cm未満であり，片理のひきずりや断層内物質の性状から，古い時代に地下深部で
生成した断層である。３号炉申請時の調査において，敷地内で比較的破砕幅が大きく連続性がある断層と
してFa-1断層～Fa-5断層，f1～f4断層，S1，S3断層を示している。

①ボーリングで認められない
②3号試掘坑で認められない
③3号調査時の露頭で認められない
④1，2号試掘坑で認められない
⑤海岸露頭で認められない
⑥基礎掘削で断層端部を確認

⑤，⑥

Ⅰ．連続性がある断層の選定
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３号炉施設と断層の位置関係
Ⅱ．重要施設の直下にある断層の選定

DB対象施設※１

SA対処施設※２

○伊方３号炉の原子炉設置位置付近において比較的破砕幅が大きく連続性がある断層はFa-1～Fa-5断層であ
る。また，３号炉の海水ピット付近にf1～f4断層が分布する。

○３号炉西方にS1断層，S3断層が分布するが，その付近に３号炉申請に係る重要施設はなく，変位が施設に
影響を及ぼすものではない。

○これらの断層が震源として考慮する活断層と対応しないことを確認する。

※１ DB対象施設：設計基準対象施設（発電用原子炉施設のうち運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止するために必要となるもの）
※２ SA対処施設：重大事故等対処施設（重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く）又は重大事故に対処するための機能を有する施設）
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震源として考慮する活断層との対応＜変動地形学的調査＞
○伊方発電所の位置する佐田岬半島は，東北東－西南西方向に伸びる細長い半島であり，その海岸線は複雑

に入り組んでいる。敷地近傍には，「活断層詳細デジタルマップ」，「[新編]日本の活断層－分布図と資
料－」等の既存文献による変位地形・リニアメントの指摘はない。また，詳細ＤＥＭおよび空中写真によ
る独自の地形判読によっても敷地近傍に変位地形・リニアメントは判読されない。

伊予灘

宇和海

佐田岬半島

伊方発電所

※当社独自に陸域および
海域の詳細DEMデータ

（１ｍメッシュ）を取得する
とともに，海域は「海底地
形デジタルデータM7000
シリーズ」（日本水路協
会，2008）を併用して作
成

写真撮影方向
5km

Ⅱ．重要施設の直下にある断層の選定
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震源として考慮する活断層との対応＜地質調査＞
○敷地の地盤は主に塩基性片岩からなり，敷地内の断層（Fa-1～Fa-5断層，f1～f4断層，S1断層，S3断層）
に活断層を示唆する構造は認められない。なお，地山を掘削して敷地を造成しており，年代評価に適した
上載地層（後期更新世の地形面および地層）が欠如している。

ヒラ碆
ばえ

３号炉原子炉建屋基礎岩盤清浄状況

掘削前

掘削前

掘削後

掘削後

Ⅱ．重要施設の直下にある断層の選定
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震源として考慮する活断層との対応＜地球物理学的調査＞
Ⅱ．重要施設の直下にある断層の選定

解析測線
・約1.4km
・CMP間隔：5m
・CMP重合数：1～59（平均24）

深部ボーリング

E.L.4.5m

E.L.10m

Fa-4Fa-2 Fa-5

Fa-3

断層(軟質含)

断層(軟質無)

凡 例

EL+2.0mの位置を表示

地表測線（道なり1.8km 受信間隔10m）

発震点（ 発震間隔約40m）
・発震器：P波バイブロサイス
・発震周波数範囲：6～50Hz

１号機

２号機
３号機

f4
f3

Fa-1

f2f1

S3

S1

オフセットVSP探査・解析測線○敷地において地下深部までほぼ水平な反射面が連続し，地表から地下深部まで連続する大規模な断層は認められない。
○深部ボーリングコアで片理面が低角であることを確認しており，オフセットVSPの結果とも整合的である。

CMP(Common Mid-Point)：共通反射点

オフセットVSP探査の概要を参考に末尾に添付する
測線の複雑さによる見かけ上の乱れ
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震源として考慮する活断層との対応＜まとめ＞

敷地近傍に「活断層詳細デジタルマップ」，「[新編]日本の活断層－分布図と資料－」等の既存
文献による変位地形・リニアメントの指摘はない。また，詳細ＤＥＭおよび空中写真による独自の
地形判読によっても敷地近傍に変位地形・リニアメントは判読されない。
敷地内の断層（Fa-1～Fa-5断層，f1～f4断層，S1断層，S3断層）は活断層を示唆する変動地

形と対応しない。

変動地形学的調査

敷地近傍・敷地付近には三波川変成岩類が広く分布する。敷地の地盤は主に塩基性片岩から
なり，敷地内の断層（Fa-1～Fa-5断層，f1～f4断層，S1断層，S3断層）に活断層を示唆する構
造は認められない。

地質調査

地下深部までほぼ水平な反射面が連続し，地震発生層（地下2km以深）まで連続する大規模な
断層は認められない。

地球物理学的調査

○変動地形学的調査，地質調査，地球物理学的調査の結果より，敷地内断層はいずれも震源として考慮する
活断層と対応しない。

○S1断層，S3断層はその付近に３号炉申請に係る重要施設がないことからその変位が施設に影響を及ぼすも
のではなく，震源として考慮する活断層とも対応しない。また，将来活動する可能性のある断層等にも該
当しない。

Ⅱ．重要施設の直下にある断層の選定
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断層名
断層内物質
による区分

他の断層による切断 活動性評価の方針

Fa-1断層 軟質無 － ⇒ 物理試験や薄片観察等を総合した活動性評価

Fa-2断層 軟質含 Fa-3断層に切られる ⇒ 研磨片・薄片観察による活動性評価

Fa-3断層 軟質含 Fa-2断層と切り切られ関係 ⇒ 研磨片・薄片観察による活動性評価

Fa-4断層 軟質無 － ⇒ 物理試験や薄片観察等を総合した活動性評価

Fa-5断層 軟質含 Fa-3断層に切られる Fa-3断層よりも古い断層と判断される

f1断層 軟質無 － ⇒ 物理試験や薄片観察等を総合した活動性評価

f2断層 軟質無 － ⇒ 物理試験や薄片観察等を総合した活動性評価

f3断層 軟質無 － ⇒ 物理試験や薄片観察等を総合した活動性評価

f4断層 軟質無 － ⇒ 物理試験や薄片観察等を総合した活動性評価

S1断層 軟質含 － 付近に３号炉重要施設がなくその変位が施設に影
響を及ぼすものではなく，震源として考慮する活断
層とも対応しないS3断層 軟質含 －

軟質部の有無と活動性評価の方針
○軟質部を含む断層のうちFa-2断層，Fa-5断層はFa-3断層よりも活動時期の古い断層であると判断される

ため，Fa-3断層について研磨片・薄片で微細な構造を観察することによる活動性評価を行う。また，
Fa-3断層と切り切られ関係にあるFa-2断層についても同様の活動性評価を行う。

○軟質部が認められないFa-1，Fa-4断層，f1～f4断層については，断層内物質が断層ガウジでなく岩石相
当の物性を有することを確認した上で薄片観察等を総合した活動性評価を行う。

Ⅲ．他の断層による切断および軟質部の有無
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軟質部が認められない断層の性状例＜f1断層，f2断層＞

f2断層

走向傾斜N34～
43°E/26～31°SE

○f1断層露頭の破砕幅は2～5cm，f2断層コアの破砕幅は4cmであり，断層内物質に粘土状の軟質部を介在しな
い。また，断層内物質は岩石相当の硬さで周辺の母岩と密着して一体の岩石となっており，新しい時代の活
動の痕跡は認められない。

f2断層（深度約10m）コア写真
（平成26年取得・撮影）

f1断層露頭写真（平成26年撮影）

走向傾斜
N40～50°E/70°NW

f1断層

←浅
(S)

深→

(N)

(S) (N)

Ⅳ．軟質部が認められない断層の活動性評価



13

軟質部が認められない断層の活動性評価

軟質部が認められない断層は，後期更新世よりはるかに古い時代に地下深部で生成した断層が地表付
近に位置して以降の新しい時代には活動しておらず，将来活動する可能性のある断層等には該当しな
い。

Ⅳ．軟質部が認められない断層の活動性評価

〇対象断層：Fa-1,Fa-4,f1～f4断層
〇活動性評価

項目 評価方法 評価結果 関連頁

肉眼観察
断層ガウジあるいは断層角礫との
区別が困難な粘土状軟質部の有無
を再確認する。

・断層内物質は岩石相当の硬さで周辺の母
岩と密着して一体の岩石となっており、新
しい時代の活動の痕跡は認められない。

資料１－２
４２～４４頁

物理試験
断層内物質について物理試験を
行って断層ガウジと比較し、水に対
する挙動を定量的に評価する。

・断層ガウジ（川上断層、伊予断層）とは顕
著な差が認められ、岩石相当の物性を有
する。

資料１－２
４５頁

針貫入勾配

断層内物質について針貫入試験を
行い、断層内物質の局所的な硬さを
定量的に測定し、断層ガウジの針貫
入勾配と比較する。

・断層ガウジ（川上断層、伊予断層）よりも針
貫入勾配が顕著に大きく、湿潤状態でも土
のように流動化せず一定の硬さを保ってい
る。

資料１－２
４６頁

軟X線観察
CT画像観察
研磨片観察
薄片観察

軟X線観察またはCT画像観察を行

い、破砕部と母岩の差を検討する。
また、研磨片観察および薄片観察を
行い、せん断面を横断する方向の
鉱物脈やせん断面と対応する変形
構造について観察する。

・破砕部と母岩の明るさに差異がなく、両者
が同等の密度であると判断される。

・細粒部を横断する方向に成長する緑泥石
脈や片理のひきずり等が認められることか
ら、地下深部における脆性破壊で形成され
たカタクレーサイトである。

資料１－２
４９～５７頁
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Fa-3断層の性状
○Fa-3断層は試掘坑において破砕幅
が最大で40cmであるが，試掘坑か
ら離れるにつれて破砕幅が減少し，
直線性にも乏しい。(写真①，②)

○試掘坑から約５ｍ掘り下げた基礎
掘削面では破砕幅が小さく（左下
写真），Fa-3断層の局所的に破砕
幅・粘土幅の大きい部分を既に掘
削で除去している。(写真③)

○断層付近に正断層的な片理のひき
ずり（流動的な変形）が認められ
る。（次頁にイメージ）

Fa-3

20cm

Fa-3（写真①）撮影位置
（EL-3.2m）

①試掘坑北方の基礎掘削面で平成2年撮影

Fa-3

②試掘坑南方の基礎掘削面で平成2年撮影

Fa-3（写真②）撮影位置
（EL-3.2m）

Fa-3

Fa-3
（写真③）
撮影位置
（EL-7.5m）

③試掘坑付近から掘り下げた基礎掘削面で平成2年撮影

Ⅴ．軟質部を含む断層の活動性評価
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Fa-3断層の活動時期
Ⅴ．軟質部を含む断層の活動性評価

地
表
付
近

片理（針状・柱状や板状の鉱物が平行に
配列して縞模様を呈する岩石の構造）

岩盤が硬い状態で断層が
できた場合のイメージ

岩盤が軟らかい状態で断層が
できた場合のイメージ

片理のひきずり（流動的な変形）
［地下深部の温度・圧力条件下で起こる］

断層

地
下
深
部

岩盤

岩盤

Fa-3断層では片理のひきずりが確認されたことから
古い時代に地下深部で生成されたと評価される

片理のひきずりのイメージ 緑泥石脈の観察

緑泥石脈

地下深部の高温環境で生成さ
れる緑泥石脈が断層を横断し

ており、破壊されていない

岩盤

断層を横断している緑泥石脈が破壊されて
いないことから、新しい時代にFa-3断層は

活動していないと評価される
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伊方発電所
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ海ﾌﾟﾚｰﾄ

（正断層）

（横ずれ断層）

横ずれ断層が卓越

正断層が卓越

伊予灘

宇和海

応力場の検討①＜活断層の変位センス＞

〇敷地周辺は横ずれ断層が卓越する
地域と正断層が卓越する地域の遷
移域に位置し，横ずれの卓越する
地域に属すると考えられる。

『「Volcanic history and tectonics of the Southwest Japan Arc」Kamata, H and Kodama, K，The Island Arc，8，
393-403，1999』に加筆

Ⅴ．軟質部を含む断層の活動性評価
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応力場の検討②＜震源メカニズム解＞

■震源メカニズム：防災科学技術研究所広帯域地震観測網（F-net）
震源位置・Ｍ：気象庁一元化処理 震源リスト Ｍ≧3.5
期間：1997.1 ～ 2014.6まで
震源深さ：20km以浅

〇四国中東部および中国地方に
おける内陸地殻内地震には
横ずれ型のメカニズム解が
多く見られ，最大主応力は
ほぼ東西方向と考えられる。
敷地周辺では内陸地殻内地
震が少ないものの，伊予灘
北方や宇和海南方のメカニ
ズム解は東西圧縮の横ずれ
型である。

〇一方，大分県北部における内
陸地殻内地震のメカニズム
解は，ほとんどが南北伸張
の正断層型である。敷地周
辺の応力場は東西圧縮の横
ずれ型で，南北伸長の正断
層型の応力場への遷移域に
位置する。

伊予灘

宇和海

伊方発電所

Ⅴ．軟質部を含む断層の活動性評価

メカニズム解と働く力の向き、断層の動きの図
（気象庁ＨＰより）
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＜H23.3.11地震前のﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄ方位＞ ＜H23.3.11地震後のﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄ方位＞

（H23.2.2～H23.3.11ｺｱﾘﾝｸﾞ） （H23.3.12～H24.1.15ｺｱﾘﾝｸﾞ）
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北 北南東 西 北 北南東 西

深度500.0～774.3m 深度774.4～2,030.0m

応力場の検討③＜敷地の応力場＞

〇深部ボーリング調査のコアリングに伴って発生するブ
レイクアウト方位を分析したところ，東北地方太平洋
沖地震の前後で顕著な変化は認められない。また，伊
方発電所地点における主圧力軸方向は，周辺の広域応
力場と同じく東西圧縮（N85°E）と評価される。

〇Ｆａ－３断層は南北に近い走向を有する正断層センス
を主体とする断層であることから，現在の横ずれの卓
越する東西圧縮の応力場での活動は考え難く，三波川
変成岩類が褶曲するのと同様の地下深部の環境で形成
された古い断層と考えられる。

『「岩盤応力とその測定」（2012，ベルナール・アマデイ，オーヴ・ステ
ファンソン著，石田 毅監修，船戸明雄翻訳代表）』から抜粋

ボアホールやトンネルおよび立坑のような円形空洞の回りの岩は，掘削に
伴って集中する圧縮応力を支えることができないことがある。岩の破壊に
よって直径の両端が大きくなる現象を「ブレイクアウト」（breakout）と呼
ぶ。ブレイクアウトは原位置の最小主応力方向に発生するという経験則があ
り，それによってブレイクアウトから原位置の応力方位を知ることができる。

小←

北

（深度1,716.41m）

（深度1,721.46m）

主圧力軸方向

ブレイクアウト

縦横比1:50

→大

東西

南

ブレイクアウト

主圧力軸方向

北

東西

南

Ⅴ．軟質部を含む断層の活動性評価
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応力場の検討④＜Ｆａ－３断層とＦａ－２断層の関係＞
〇Fa-3断層近傍の片理面の変形形態に
ついて，下盤側がFa-3断層に沿うよ
うに下方へ撓曲している箇所が認め
られ，Fa-3断層の正断層的な運動を
示す。硬質の塩基性片岩が急激に破
断せずにひきずりを残していること
から，Fa-3断層の断層運動が塑性流
動の起こりうるような地下深所で発
生したものと考えられる。

○Fa-3断層はFa-2断層に逆断層センス
で切られ，その後，最終的にはFa-3
断層がFa-2断層を正断層センスで
切っている。切り切られ関係にある
Fa-3断層とFa-2断層の変位センスが
全く異なり，これらの断層は広域的
な応力場に対応して活動したもので
はなく，三波川変成岩類の上昇過程
の局所的な応力場で変形を解消した
古い断層と考えられる。

Fa-2断層とFa-3断層の関係模式図

①Fa-3断層は上下盤に片理
のひきずりが明瞭であり，
正断層と判定される。

②Fa-3断層は低角度のFa-2
断層によってその破砕部
の大部分が逆断層セン
スで切られ，最大50cm変
位させられている。

③最終的にはFa-3断層が
Fa-2断層を正断層セン
スで切っていると判断さ
れるが，変位量は最大
3cmと小さい。

Fa-3断層の
片理のひきずり

片理

Fa-3

Fa-3

Fa-2

Fa-2

Fa-3

50cm

3cm

①

②

③

Ⅴ．軟質部を含む断層の活動性評価
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Fa-3断層の活動性評価

Fa-3断層の性状

断層の
走向・傾斜

試掘坑内でN31°W/50°NEであるが、直線性が悪く、場所によって走向・傾斜が変化する。

断層の幅

試掘坑内におけるFa-3断層の破砕幅は，断層の影響を工学的に評価するため微小な亀裂が生じて岩盤が劣化した範囲
まで含めて最大40cmであり，最も破砕の進んだ粘土部からやや破砕された弱破砕部までの幅は５cm程度である。また，試
掘坑から離れるにつれて，Fa-3断層の破砕幅は減少し，Fa-3断層の局所的に破砕幅・粘土幅の大きい部分を既に掘削
で除去している。

断層の連続性 Fa-3断層は長さ75m程度であり、地下深部の震源域まで連続するようなものではない。

応力場
南北に近い走向を有する正断層センスを主体とする断層であることから，現在の横ずれの卓越する東西圧縮の応力場での
活動は考え難く，地下深部で形成された古い断層と考えられる。広域的な応力場に対応して活動したものではなく，三波
川変成岩類の上昇過程の局所的な応力場で変形を解消した古い断層と考えらえれる。

断層付近の岩盤
断層付近の岩盤は破砕や変質がなく新鮮である。また、正断層的な片理のひきずりが認められ、Fa-3断層が古い時代（約
９千万年前以降）に地下深部（地下数km以深）で生成したことを示す。

断層内物質

最新活動面と対応する細粒部（粘土）は幅が数mm～1cm程度で直線性にも乏しい。その細粒部を横断して緑泥石（スメク
タイトとの混合層を伴う）が脈状に成長しており、その後脆性破壊を受けていないことから、緑泥石脈生成（約１千万年前
以前）後にFa-3断層は活動していない。

細粒部中の緑泥石脈（スメクタイトとの混合層を伴う）は古い時代に地下深部の普遍的な高温環境で生成（約１千万年前
以前）したものであり、Fa-3断層の活動時期は後期更新世（約12～13万年前）よりもはるかに古い。

○敷地近傍（半径5km内）に活断層は認められず，周辺の活断層からの「枝分かれ断層」としてFa-3断層が変位する可能性は
ない。

○Fa-3断層は地下深部の震源断層まで連続するものではなく，その性状から古い時代に地下深部で生成した断層である。
○Fa-3断層は広域的な応力場に対応して活動したものではなく，三波川変成岩類の上昇過程の局所的な応力場で変形を解消し

た古い断層と考えられ，現在の横ずれの卓越する東西圧縮の応力場での活動は考え難い。
○Fa-3断層に古い時代の緑泥石脈（スメクタイトとの混合層を伴う）生成以降の活動は認められず，Fa-3断層に切断される

Fa-2断層およびFa-5断層の活動時期も古い。
○軟質部を含む断層の活動時期は後期更新世よりもはるかに古く，いずれも将来活動する可能性のある断層等には該当しない。

Ⅴ．軟質部を含む断層の活動性評価
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敷地内断層の活動性の総合評価
断層
名

震源とし
て考慮す
る活断層
との対応

他の断層
による切断

断層内物質
の肉眼観察

物理
試験

針貫入
試験

軟X線観察
CT画像観察

研磨片観察
薄片観察

総合評価

Fa-2

震源とし
て考慮す
る活断層
とは対応
しない

Fa-3に
切られる

粘土状の軟
質部を含む

－ － －
せん断方向に成長する石英脈・方解石脈および細粒部を横断して成長する緑

泥石脈※に脆性破壊は認められない
地下深部における緑泥
石脈※生成以降の活動
は認められず，活動時期
は後期更新世よりもはる

かに古い
Fa-3

Fa-2と切り
切られ関係

－ － － 細粒部を横断して成長する緑泥石脈※に脆性破壊は認められない

Fa-5
Fa-3に
切られる

－ － － － Fa-3の活動よりも古い

Fa-1 －

岩石相当の
硬さで周辺
の母岩と密
着して一体
の岩石と

なっており，
新しい時代
の活動の痕
跡は認めら

れない

硬岩に
相当する
物性（密
度，有効
間げき率，
吸水率）
を有し，
断層ガウ
ジの物性
と顕著な
差が認め
られる

湿潤状態
でも土のよ
うに流動
化せず一
定の針貫
入勾配を

保っており，
断層内物
質が断層
ガウジでな
く基質と岩
片が固結
したカタク
レーサイト
であること
を明確に

示す

破砕部と母
岩の明るさ
に差異がな
く，両者が同
等の密度で
あると判断

される

せん断方向に成長する緑泥石脈※に脆性破壊は認められない

地表付近における新し
い時代の活動はない

Fa-4 －
せん断方向を横断する方向に成長する変質鉱物脈に脆性破壊は認められない

弱破砕部中に方解石脈の塑性変形が認められる

f1 －
断層運動の繰り返しにより形成される細粒部は認められず，最も破砕の進んだ

強破砕部に沿って片理のひきずりが認められる

f2 －
細粒部と接する強破砕部中に片理の引きずりが認められ，せん断方向を横断

する方向に成長する緑泥石脈※に脆性破壊は認められない

f3 －
せん断面沿いの方解石脈の成長や細粒部を切断する小せん断面が認められ，
せん断方向を横断する方向に成長する緑泥石脈※に脆性破壊は認められない

f4 －
弱破砕部中の片理の引きずりや細粒部を切断する小せん断面が認められ，せ
ん断方向を横断する方向に成長する緑泥石脈※に脆性破壊は認められない

S1 －
部分的に細
かく破砕

－ － － －
付近に３号炉重要施設
がなくその変位が施設に
影響を及ぼすものではな
く，震源として考慮する
活断層とも対応しない

S3 －
粘土状の軟
質部を含む

－ － － －

○敷地内で比較的破砕幅が大きく連続性がある断層としてFa-1～Fa-5断層，f1～f4断層，S1，S3断層があるものの，オフセットVSPや深
部ボーリングの結果等からは，地表から地下深部まで連続する大規模な断層は認められず，敷地内断層はいずれも震源として考慮する活
断層と対応しない。S1断層，S3断層はその付近に３号炉申請に係る重要施設がないことから，その変位が施設に影響を及ぼすもので
はなく，震源として考慮する活断層とも対応しない。また，将来活動する可能性のある断層等にも該当しないことを確認。

○軟質部が認められない断層（Fa-1断層，Fa-4断層，f1～f4断層）は，古い時代に地下深部で生成した断層が地表付近に位置して以降
の新しい時代には活動しておらず，将来活動する可能性のある断層等には該当しない。

○Fa-3断層およびFa-2断層に古い時代の緑泥石脈（スメクタイトとの混合層を伴う）生成以降の活動は認められず，Fa-3断層に切断さ
れるFa-5断層の活動時期も古い。これらの軟質部を含む断層の活動時期は後期更新世よりもはるかに古く，また現在の応力場での活
動も考え難く，いずれも将来活動する可能性のある断層等には該当しない。

緑泥石脈※：緑泥石脈（スメ
クタイトとの混
合層を伴う）

Ⅵ．総合評価



22

深部ボーリング孔
（2.0km 受信間隔15m）

地表で受信した波を多数重
ね合わせることができ，反射
法解析結果の信頼性が高い

【参考】 オフセットＶＳＰ探査位置図

１号機

２号機
３号機

地表測線（道なり1.8km 受信間隔10m）

深部ボーリング孔内で受
信した波を重ね合わせる
ことができ，ＶＳＰ解析結
果の信頼性が高い

解析測線（約1.4km）

発震点（ 発震間隔約40m）
・発震器：P波バイブロサイス
・発震周波数範囲：6～50Hz
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1～3号炉

0.0

1.0

2.0

3.0

【参考】 オフセットＶＳＰ探査結果（時間断面）
・地下深部までほぼ水平な反射面が連続し、地震動の特異な増幅の要因となる低速度域及び褶曲
構造は認められず、敷地の地盤の速度構造は成層かつ均質と評価される。

測線端ではノイ
ズが残り，やや
データの信頼性
がやや低いと考
えられる。

反射法解析結果ＶＳＰ解析結果

往復走時(S)
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1～3号炉

P波速度(km/s)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0

1,000

深度(m) 2,000

3,000

4,000

孔A

【参考】 オフセットＶＳＰ探査結果（深度断面）
・敷地の地盤は極浅部を除けばVp=5km/sを上回る。地震動の特異な増幅の要因となる低速度域及
び褶曲構造は認められず、敷地の地盤の速度構造は成層かつ均質と評価される。

反射法解析結果ＶＳＰ解析結果

トモグラフィ解析結果



■ 片理

針状・柱状や板状の鉱物が平行に配列して縞模様を呈する岩石の構造。

■ リニアメント

河川，谷，尾根等の傾斜急変部，屈曲部等の地形的特徴が直線又は直線に近い状態に配列し

ている地形のこと。

■ オフセットＶＳＰ探査

ボーリング孔を利用して，地表で発震した地震波を孔内の受振器で受振することにより、地下構

造を探査する手法。

■ ＤＥＭ（Digital Elevation Model）
標高を座標で記録した数値標高モデル。

■ 断層ガウジ・断層角礫

断層運動に伴う破砕によって生じた細粒・未固結の断層内物質。破砕岩片の割合が30％未満

のものを断層ガウジと呼び，30％以上のものを断層角礫と呼ぶ。

■ カタクレーサイト（破砕岩）

断層岩のうち基質と岩片が固結しているもの。

【参考】 用語集
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１．緊急時対策所の追加設置に至る経緯（１／２）

免震構造を採用している総合事務所は、鉄筋コンクリート造地上7階建ての建物であり、平成23年12月から供用を
開始している。この総合事務所の2階に緊急時対策所（以下「総合事務所内緊急時対策所」という。）が設置されてい
る。

総合事務所の立地地盤は埋立地盤であり、基礎構造は地中深くの傾斜した岩盤（GL-17～35m）を支持層とする鉄
筋コンクリート製の杭を形成した「杭基礎」構造となっている。

総合事務所内緊急時対策所については、当時の基準地震動Ss（Ss-1:570gal他）に対して、上部構造は概ね弾性範
囲にあること、基礎（杭基礎）は終局耐力※を超えないことを確認した上で、平成25年7月の新規制基準への適合性
審査で申請していた。

その後の基準地震動に係る審査の過程で、震源を特定せず策定する地震動として、「2004年北海道留萌市庁南部
地震」（Ss-3：620gal）を考慮した結果、一部の杭基礎（28本中3本）が、終局耐力を超える※結果となった。

仮に、一部の杭基礎に損傷や部分的な破壊が生じたとしても、杭基礎全体として建物を支持できることから、建物が
倒壊するといった状況におちいるものではないと考えられるが、新規制基準への適合は困難であると判断した。

また、地盤補強などの対策工事を実施することで、新規制基準を満たすことは可能であると考えられるが、工期・工
費ともに多くを費やすことが想定されたため、平成26年7月に、標高32mエリアの岩盤上に直接基礎として設置できる
新たな鉄筋コンクリート造平屋建ての緊急時対策所（以下「緊急時対策所（EL.32m）」という。）を建設することとした。

新たな緊急時対策所(EL.32m)については、基準地震動の確定前につき、余裕をもった地震力による設計を進めるこ
とにより、平成26年12月に確定した新たな基準地震動Ss（Ss-1：650gal他）に対しても、十分な耐震性を有する建築
物となっている。

※「乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵建屋の基礎構造の設計に関する技術規程JEAC4616-2009」により、杭基礎が基礎版を安定して支持で
きることの確認として、杭体が脆性破壊（せん断破壊）しないよう地震時発生せん断力を割り増した応力に対して、杭基礎が終局せん断耐力以内で
あることを許容限界とする。
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構内配置図

総合事務所内緊急時対策所緊急時対策所（EL.32m）

総合事務所内緊急時対策所
鉄筋コンクリート造 ７階建ての２階部 延約600m2

緊急時対策所（EL.32m）
鉄筋コンクリート造 平屋建て 延約200m2

１．緊急時対策所の追加設置に至る経緯（２／２）

総合事務所内
緊急時対策所

緊急時対策所（EL.32m）、待機所
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２．緊急時対策所（EL.32m）の居住性（換気設備）

緊急時対策所空気浄化ファン及びフィルタユニット（100％容量×2セット）は、予め使用場所の岩盤上に固定しており、設備を運転
する際は、ダクトの接続作業等を実施する。
更に、屋外機器であることから、その損傷のリスクを考慮し、損傷・故障時等には別場所に保管している予備ユニット（100％容量
×１セット）と容易に交換できるシステムとしている。


